
議案第７６号 

 

川崎市旅費支給条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市旅費支給条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和２年 ６ 月 １ 日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市旅費支給条例の一部を改正する条例 

川崎市旅費支給条例（昭和２２年川崎市条例第２１号）の一部を次のように

改正する。 

第１５条の３の次に次の１条を加える。 

第１５条の４ 震災、風水害その他の非常災害を原因とするやむを得ない事由

により、職員（川崎市職員の給与に関する条例（昭和３２年川崎市条例第２

９号。以下「給与条例」という。）第７条の２第１項各号に規定する通勤す

ることが著しく困難である職員以外の職員であって、徒歩のみにより通勤す

るものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であるものを除く。）

が常例としている通勤の経路又は方法と異なる経路又は方法で旅行したとき

は、旅費を支給することができる。 

別表車賃の欄中「実費」の次に「又は１キロメートルにつき３７円」を加え、

同表第１項中「川崎市職員の給与に関する条例（昭和３２年川崎市条例第２９

号。以下「給与条例」という。）」を「給与条例」に改め、同表第８項を次の

ように改める。 

８ 車賃は、乗合旅客自動車、乗用旅客自動車又は軌道による旅行の場合は

報告第１３号  川崎市情報公開条例第３５条の規定による運営状況 

の報告について  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    113 

報告第１４号  川崎市個人情報保護条例第４１条の規定による運営 

状況の報告について  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    117 

報告第１５号  川崎市審議会等の会議の公開に関する条例第１１条 

の規定による運営状況の報告について  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    121 

報告第１６号  地方自治法第１８０条の規定による市長の専決処分 

の報告について  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    123 

報告第１７号  審査請求の却下の報告について  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    133 
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実費とし、自家用の自動車、原動機付自転車又は自転車（以下「自家用自

動車等」という。）による旅行の場合は路程に応じ１キロメートル当たり

の定額とする。 

別表第１０項ただし書中「宿泊」を「、宿泊し、又は自家用自動車等により

旅行」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

 震災、風水害その他の非常災害を原因とするやむを得ない事由により常例と

している通勤の経路又は方法と異なる経路又は方法で旅行した職員に旅費を支

給することができることとすること等のため、この条例を制定するものである。 

 


